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－１０１－ 

９月１２日（金）第３日  午前１０時００分開議 

 出席議員  

     １番  宮 下 成 美     ２番  筧 本   語 

     ３番  上 本 雄一郎     ４番  平 本 美 幸 

     ５番  美 濃 英 俊     ６番  古 居 俊 彦 

     ７番  長 坂 実 子     ８番  岡 野 数 正 

     ９番  平 川 博 之    １２番  上 松 英 邦 

    １３番  吉 野 伸 康    １４番  浜 西 金 満 

    １５番  山 本 一 也    １６番  酒 永 光 志 

 

 欠席議員 

    １０番  沖   也寸志    １１番  沖 元 大 洋 

 

 本会議に説明のため出席した者の職氏名 

    市長       土手 三生    副市長      大濵  清 

    教育長      岡田  學    危機管理監    速山 政治 

    総務部長     奥田 修三    企画部長     畑河内 真 

    産業部長     佐野 数博    土木建築部長   東埜泰二郎 

    福祉保健部長   山田 浩之    市民生活部長   猪垣 英治 

    教育部長     矢野 圭一    消防長      米田 尋幸 

 

 本会議に職務のため出席した者の職氏名 

    議会事務局長    仁城 靖雄 

    議会事務局次長   奥村 克希 

    事務局専門員    流田 洋充 

 

 議事日程 

  日程第１  議案第４３号 江田島市長期継続契約を締結することができる契約を 

               定める条例案について 

  日程第２  議案第４４号 江田島市市民センター等設置及び管理条例の一部を改 

               正する条例案について 

  日程第３  議案第４６号 財産の取得について 

  日程第４  議案第４７号 特定の事務を取り扱う郵便局の指定について 

  日程第５  議案第４５号 新たに生じた土地の確認及び字の区域の変更について 

  日程第６  議案第４８号 令和７年度江田島市一般会計補正予算（第２号） 

  日程第７  議案第４９号 令和７年度江田島市国民健康保険特別会計補正予算 

               （第１号） 

  日程第８  議案第５０号 令和７年度江田島市介護保険（保険事業勘定）特別会 

               計補正予算（第１号） 
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  日程第９  議案第５１号 令和７年度江田島市下水道事業会計補正予算（第１号） 

  日程第１０ 議案第５２号 令和６年度江田島市一般会計歳入歳出決算の認定につ 

               いて 

  日程第１１ 議案第５３号 令和６年度江田島市国民健康保険特別会計歳入歳出決 

               算の認定について 

  日程第１２ 議案第５４号 令和６年度江田島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出 

               決算の認定について 

  日程第１３ 議案第５５号 令和６年度江田島市介護保険（保険事業勘定）特別会 

               計歳入歳出決算の認定について 

  日程第１４ 議案第５６号 令和６年度江田島市介護保険（介護サービス事業勘定） 

               特別会計歳入歳出決算の認定について 

  日程第１５ 議案第５７号 令和６年度江田島市港湾管理特別会計歳入歳出決算の 

               認定について 

  日程第１６ 議案第５８号 令和６年度江田島市地域開発事業特別会計歳入歳出決 

               算の認定について 

  日程第１７ 議案第５９号 令和６年度江田島市宿泊施設事業特別会計歳入歳出決 

               算の認定について 

  日程第１８ 議案第６０号 令和６年度江田島市交通船事業特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

  日程第１９ 議案第６１号 令和６年度江田島市下水道事業会計決算の認定につい 

               て 

  日程第２０        議会改革推進特別委員会の調査事項報告について 

  日程第２１ 発議第 ４号 江田島市議会基本条例の一部を改正する条例案につい 

               て 

  日程第２２ 発議第 ５号 議会改革推進特別委員会廃止に関する決議案の提出に 

               ついて 
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開会（開議）  午前１０時００分 

 

○議長（酒永光志君）  ただいまから、令和７年第３回江田島市議会定例会、第３日

を開きます。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。 

 沖議員、沖元議員から欠席する旨、届出がありました。 

 定足数に達していますので、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

 

日程第１  議案第４３号～日程第４  議案第４７号 

 

○議長（酒永光志君）  日程第１、議案第４３号 江田島市長期継続契約を締結する

ことができる契約を定める条例案についてから、日程第４、議案第４７号 特定の事務

を取り扱う郵便局の指定についてまでの４議案を一括議題とします。 

 本件は総務文教常任委員会に付託となっていたものであります。 

 よって、平川総務文教常任委員長の報告を求めます。 

 平川委員長。 

○９番（平川博之君）  おはようございます。 

 それでは、総務文教常任委員長報告を行います。 

 令和７年９月１２日、今定例会において、総務文教常任委員会に審査付託となりまし

た議案４件について、その審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本委員会では、去る８月２８日に委員会を開催し、担当部長等の出席を求め、慎重に

審査いたしました。 

 議案第４３号 江田島市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例案に

ついて、議案第４４号 江田島市市民センター等設置及び管理条例の一部を改正する条

例案について、議案第４６号 財産の取得について、議案第４７号 特定の事務を取り

扱う郵便局の指定については、審査の結果、全員一致をもって、原案のとおり可決して

よいものと決しました。 

 審査の過程において、各委員から述べられた指摘及び意見について、その主なものを

申し上げます。 

 議案第４７号 特定の事務を取り扱う郵便局の指定については、これまで行政で行っ

ていた手続などでトラブル等が発生しないよう郵便局職員の教育研修をしっかり行い、

丁寧な住民サービスに努められたい。 

 以上、述べました事項のほか、審査の過程において各委員から述べられた指摘及び意

見についても、今後十分に反映していただくよう要望し、委員長報告を終わります。 

○議長（酒永光志君）  これをもって、平川総務文教常任委員長の報告を終わります。 

 これより、委員長報告に対する一括質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結します。 

 これより、それぞれの議案について討論と採決を行います。 

 初めに、議案第４３号 江田島市長期継続契約を締結することができる契約を定める

条例案について討論を行います。 

 本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第４４号 江田島市市民センター等設置及び管理条例の一部を改正する条

例案について、討論を行います。 

 本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第４６号 財産の取得について、討論を行います。 

 本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第４７号 特定の事務を取り扱う郵便局の指定について、討論を行います。 
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 本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第５  議案第４５号 

 

○議長（酒永光志君）  日程第５、議案第４５号 新たに生じた土地の確認及び字の

区域の変更についてを議題とします。 

 本件は、産業厚生常任委員会に付託となっていたものであります。 

 よって、長坂産業厚生常任委員長の報告を求めます。 

 長坂委員長。 

○７番（長坂実子君）  それでは、産業厚生常任委員長報告を行います。 

 今定例会において産業厚生常任委員会に審査付託となりました議案１件について、そ

の審査の過程と結果を御報告申し上げます。 

 本委員会では、去る８月２９日に委員会を開催し、担当部長等の出席を求め、慎重に

審査いたしました。 

 議案第４５号 新たに生じた土地の確認及び字の区域の変更については、審査の結果、

全員一致をもって、原案のとおり可決してよいものと決しました。 

 審査の過程において、各委員から述べられた指摘及び意見について、その主なものを

申し上げます。 

 本議案は、江田島市能美町高田字名髙地３３７０番６から３３７０番１２に至るまで

の間の地先公有水面を必要な許可を受けずに埋め立てた無願埋立地について、広島県知

事が原状回復の義務を免除したことから、地方自治法第９条の５第１項の規定に基づき、

新たに土地が生じたことを確認し、同法第２６０条第１項の規定により、隣接する字の

区域に編入するというものです。同様の事案がないか調査をしないのかという質疑には、

広島県で同様のケースが数年に一度起きている実態があるものの、海域そのものの管理

権限を有するのは広島県であり、広島県からは海域全体の調査は現実的ではなく、発覚

した事案を順次対応し解決を図っているとの回答があったとのことです。委員からは、

違法な埋立てが見逃されることのないように、市でできる範囲で調査をしていただきた

いという意見がありました。 

 以上、述べました事項のほか、審査の過程において各委員から述べられた指摘及び意

見についても、今後十分に反映していただくよう要望し、委員長報告を終わります。 
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○議長（酒永光志君）  これをもって、長坂産業厚生常任委員長の報告を終わります。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結します。 

 これより討論と採決を行います。 

 議案第４５号 新たに生じた土地の確認及び字の区域の変更について、討論を行いま

す。 

 本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第６  議案第４８号～日程第９  議案第５１号 

 

○議長（酒永光志君）  この際、日程第６、議案第４８号 令和７年度江田島市一般

会計補正予算（第２号）から、日程第９、議案第５１号 令和７年度江田島市下水道事

業会計補正予算（第１号）までの４議案を一括議題とします。 

 本件は、予算決算常任委員会に付託となっていたものであります。 

 よって、上松予算決算常任委員長の報告を求めます。 

 上松委員長。 

○１２番（上松英邦君）  今定例会において、予算決算常任委員会に審査付託となり

ました議案４件について、その審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本委員会では、付託された議案について、二つの分科会に委嘱し、８月２８日に総務

文教分科会、８月２９日に産業厚生分科会を開催し、担当部長等の出席を求め、慎重に

審査いたしました。 

 議案第４８号 令和７年度江田島市一般会計補正予算（第２号）、議案第４９号 令

和７年度江田島市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）、議案第５０号  令和７年

度江田島市介護保険（保険事業勘定）特別会計補正予算（第１号）、議案第５１号  令

和７年度江田島市下水道事業会計補正予算（第１号）は、９月１１日開催の予算決算常

任委員会における審査の結果、いずれも全員一致をもって、原案のとおり可決してよい

ものと決しました。 



 

－１０７－ 

 審査の過程において、各委員から述べられた指摘及び意見について、その主なものを

申し上げます。 

 議案第４８号 令和７年度江田島市一般会計補正予算（第２号）について、中学校施

設維持管理事業では、現在、本市の小中学校において、普通教室以外の特別教室で、空

調機の未設置が２１教室ある現状が指摘されました。今後、全ての教室に設置できるよ

う、関係課との計画的な協議を早期に進めていただきたい。 

 また、環境センターの機械器具更新工事、葬斎センターの空調機更新工事、そして、

認定こども園みたかにおける高圧引込み用機器設置不良に伴う修繕工事などについて、

内容の詳細を問う質疑がありました。 

 以上、述べました事項のほか、審査の過程において、各委員から述べられた指摘及び

意見についても、今後十分に反映していただくよう要望し、委員長報告を終わります。  

○議長（酒永光志君）  これをもって、上松予算決算常任委員長の報告を終わります。 

 これより、委員長の報告に対する一括質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより、それぞれの議案について討論と採決を行います。 

 初めに、議案第４８号 令和７年度江田島市一般会計補正予算（第２号）について、

討論を行います。 

 本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第４９号 令和７年度江田島市国民健康保険特別補正予算（第１号）につ

いて、討論を行います。 

 本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  
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（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第５０号 令和７年度江田島市介護保険（保険事業勘定）特別会計補正予

算（第１号）について、討論を行います。 

 本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第５１号 令和７年度江田島市下水道事業会計補正予算（第１号）につい

て、討論を行います。 

 本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 

日程第１０  議案第５２号～日程第１９  議案第６１号 

 

○議長（酒永光志君）  この際、日程第１０、議案第５２号 令和６年度江田島市一

般会計歳入歳出決算の認定についてから、日程第１９、議案第６１号 令和６年度江田

島市下水道事業会計決算の認定についてまでの１０議案を一括議題といたします。  

 本件は、予算決算常任委員会に付託となっていたものであります。 

 よって、上松予算決算常任委員長の報告を求めます。 

 上松委員長。 

○１２番（上松英邦君）  今定例会において、予算決算常任委員会に審査付託となり

ました議案１０件について、その審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本委員会では、付託された議案について、二つの分科会に委嘱し、９月２日、３日に
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総務文教分科会、９月４日、５日に産業厚生分科会を開催し、担当部長等の出席を求め、

慎重に審査いたしました。 

 議案第５２号 令和６年度江田島市一般会計歳入歳出決算の認定について、議案第５

３号 令和６年度江田島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第

５４号 令和６年度江田島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、議

案第５５号 令和６年度江田島市介護保険（保険事業勘定）特別会計歳入歳出決算の認

定について、議案第５６号 令和６年度江田島市介護保険（介護サービス事業勘定）特

別会計歳入歳出決算の認定について、議案第５７号 令和６年度江田島市港湾管理特別

会計歳入歳出決算の認定について、議案第５８号 令和６年度江田島市地域開発事業特

別会計歳入歳出決算の認定について、議案第５９号 令和６年度江田島市宿泊施設事業

特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第６０号 令和６年度江田島市交通船事業

特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第６１号 令和６年度江田島市下水道事業

会計決算の認定については、９月１１日開催の予算決算常任委員会における審査の結果、

いずれも全員一致をもって認定することに決定いたしました。 

 審査の過程において、各委員から述べられた指摘及び意見については、別紙のとおり

でございますので、今後十分に反映されることを要望し、委員長報告を終わります。  

○議長（酒永光志君）  これをもって、上松予算決算常任委員長の報告を終わります。 

 これより、委員長の報告に対する一括質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより、それぞれの議案について討論と採決を行います。 

 初めに、議案第５２号 令和６年度江田島市一般会計歳入歳出決算の認定について、

討論を行います。 

 本案に対する委員長報告は認定であります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は認定することに決定しました。 

 次に、議案第５３号 令和６年度江田島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について、討論を行います。 

 本案に対する委員長報告は認定であります。 

 討論はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は認定することに決定しました。 

 次に、議案第５４号 令和６年度江田島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定について、討論を行います。 

 本案に対する委員長報告は認定であります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は認定することに決定しました。 

 次に、議案第５５号 令和６年度江田島市介護保険（保険事業勘定）特別会計歳入歳

出決算の認定について、討論を行います。 

 本案に対する委員長報告は認定であります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は認定することに決定しました。 

 次に、議案第５６号 令和６年度江田島市介護保険（介護サービス事業勘定）特別会

計歳入歳出決算の認定について、討論を行います。 

 本案に対する委員長報告は認定であります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 
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 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は認定することに決定しました。 

 次に、議案第５７号 令和６年度江田島市港湾管理特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、討論を行います。 

 本案に対する委員長報告は認定であります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は認定することに決定しました。 

 次に、議案第５８号 令和６年度江田島市地域開発事業特別会計歳入歳出決算の認定

について、討論を行います。 

 本案に対する委員長報告は認定であります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は認定することに決定しました。 

 次に、議案第５９号 令和６年度江田島市宿泊施設事業特別会計歳入歳出決算の認定

について、討論を行います。 

 本案に対する委員長報告は認定であります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 
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 起立多数です。 

 よって、本案は認定することに決定しました。 

 次に、議案第６０号 令和６年度江田島市交通船事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、討論を行います。 

 本案に対する委員長報告は認定であります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は認定することに決定しました。 

 次に、議案第６１号 令和６年度江田島市下水道事業会計決算の認定について、討論

を行います。 

 本案に対する委員長報告は認定であります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は認定することに決定しました。 

 

日程第２０  議会改革推進特別委員会の調査事項報告について 

 

○議長（酒永光志君）  日程第２０、議会改革推進特別委員会の調査事項報告につい

てを議題とします。 

 議会改革推進特別委員会については、調査結果がまとまり、令和７年９月１２日付で

報告書が提出されております。 

 なお、報告書についてはお手元に配付のとおりでございます。 

 本件について、浜西議会改革推進特別委員長の報告を求めます。 

 浜西委員長。 

○１４番（浜西金満君）  議会改革推進特別委員会調査事項報告。 

 江田島市議会議会改革推進特別委員会委員長の１４番議員、浜西金満でございます。 

 本委員会は、令和６年第１回定例会において設置され、三つの調査事項として、議会
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基本条例の検証に関する事項、議員の定数及び報酬に関する事項、議会活動の活性化に

関する事項が示されました。令和６年３月１４日、議会改革推進特別委員会設置から、

令和７年７月３０日までの１年半で２０回の委員会を開催し、この間、類似団体の資料

検証やアンケート調査を行い、これらの結果を参考に、調査項目について活発な議論を

重ね、全会一致で調査報告書をまとめたところでございます。 

 その概要は、議会基本条例の検証に関する事項については、議会基本条例を条文ごと

に検証した結果、新たに必要と考えられる条文を２つ追加することとし、１つを改正す

ることとしました。また、検証の結果、今後取り組むべき内容として整理されたものに

ついて、さらに検討を深めていく必要があるとの結論に至りました。 

 次に、議員の定数及び報酬に関する事項については、類似団体との比較や市民アンケ

ート調査の結果、議会運営に与える影響などについて議論を重ね、定数及び報酬ともに

現状維持が適当であるとの結論に至りました。 

 次に、議会活動の活性化に関する事項については、主に広報広聴の充実、議論の活性

化、質の向上、ペーパーレス化の三つの事項について議論を重ね、意見を集約したとこ

ろでございます。 

 最後に、今後の取組については継続協議として、議会活性化に関する事項の３項目を

議会運営委員会または各常任委員会で引き続き協議していただくこととし、基本条例の

検証の対応については、今後取り組むべき内容として整理されたものについて、さらに

検討を深めていくことといたしました。 

 調査結果の詳細は、お手元に配付した調査事項報告書のとおりでございます。これま

で、８名の委員が真摯に調査事項を取組、２０回の委員会を開き、調査事項報告書をま

とめることができましたことを委員の皆様に感謝申し上げ、報告いたします。 

○議長（酒永光志君）  これをもって、浜西議会改革推進特別委員長の報告を終わり

ます。 

 

日程第２１  発議第４号 

 

○議長（酒永光志君）  日程第２１、発議第４号 江田島市議会基本条例の一部を改

正する条例案についてを議題とします。 

 直ちに提出者からの趣旨説明を求めます。 

 浜西議会改革推進特別委員長。 

○１４番（浜西金満君）  発議第４号。 

 江田島市議会基本条例の一部を改正する条例案について。 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１１２条及び江田島市議会会議規則（平成

１６年江田島市議会規則第１号）第１４条第２項の規定により提出します。  

 令和７年９月１２日。 

 江田島市議会議長 酒永光志様。 

 提出者 議会改革推進特別委員会委員長 浜西金満 

 それでは、提案理由について御説明いたします。 
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 本委員会は、調査事項の一つである議会基本条例の検証を実施しました。その結果、

今日の議会を取り巻く環境の変化や市民の議会に対する期待に応えるためには、条例の

改正が必要であると判断し、本案を提出するものです。 

 今回の改正では第１条から第２２条までの全条文を検証し、新たに二つの条文を追加

し、一つの条文を改正することとしました。 

 まず、新たに追加いたします二つの条文について申し上げます。 

 一つ目は、第２条の２、災害時の議会対応です。 

 これは、災害時の議会活動機能の維持を示す条文となっています。 

 現在、市議会では、江田島市議会災害対応要領、江田島市議会災害対応マニュアルに

より、災害発生時の市議会としての活動を定めていますが、条例化までされていなかっ

たため、今回条文を追加し、法体系の流れを整理することとしました。 

 二つ目は、第３条の２、議長の責務です。 

 これは、議員の代表である議長の責務を示した条文となっています。議員の代表であ

る議長の責務を条文化することで、議長の責務を明記するものとしました。  

 次に、改正する条文について申し上げます。 

 第１５条、議会事務局の体制整備です。 

 条文中の「を図るものとする」を「に努める」に改めるものです。これは、体制整備

の現状体制について適切な表現の条文とするものです。事務局の体制整備について、条

文の文末部分を「を図るものとする」では、事務局の具体的な計画や行動などを取るこ

とが期待されますが、現状の事務局体制では、職員数など様々な要因から難しいと考え

られます。よって、この部分を「に努める」とし、現行体制を維持していくこととして、

現状に適した条文へ改正することとしました。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 議員の各位の御理解と御賛同を賜りますよう、よろしくお願いいたします。  

○議長（酒永光志君）  以上で、趣旨説明を終わります。 

 本案については、質疑・討論はないものと思われますので、これより直ちに採決を行

います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第２２  発議第５号 

 

○議長（酒永光志君）  日程第２２、発議第５号 議会改革推進特別委員会廃止に関

する決議案の提出についてを議題とします。 

 直ちに提出者からの趣旨説明を求めます。 

 浜西議会改革推進特別委員長。 

○１４番（浜西金満君）  発議第５号。 



 

－１１５－ 

 議会改革推進特別委員会廃止に関する決議案の提出について。 

 上記の議案を江田島市議会会議規則（平成１６年江田島市議会規則第１号）第１４条

第２項の規定により、提出します。 

 令和７年９月１２日。 

 江田島市議会議長 酒永光志様。 

 提出者 議会改革推進特別委員会委員長 浜西金満 

 提案理由。 

 議会改革推進特別委員会の調査事項が全て終了したため、本特別委員会を廃止するも

のです。 

○議長（酒永光志君）  以上で、趣旨説明を終わります。 

 本案については、質疑・討論はないものと思われますので、これより直ちに採決を行

います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

閉 会 

 

○議長（酒永光志君）  以上をもって、本定例会に付議された案件の審議は全て終了

しました。 

 これで、令和７年９月定例会が閉会となりますが、本定例会は私たち議員としての任

期最後の定例会でございます。お許し願いまして、一言御挨拶をさせていただきます。  

 私は、議長として本日最後の定例会の議事進行を務めることができました。また、こ

の２年間、議長を務めさせていただき、本当に多くの得難い経験を積ませていただきま

した。厚く感謝を申し上げます。 

 この間、振り返ってみますと、通常の議会運営をはもとより、様々な議会改革が進ん

だように思います。議会基本条例の検証、補正予算を含む全議案の原則委員会付託、本

会議のネット中継、委員会の録画配信、議会だよりの１００％リニューアル、予算決算

特別委員会の常任委員会化、タブレット配布によるペーパーレス化の推進など、本当に

大きな変化がありました。これもひとえに吉野前議長、各委員会の議員の皆様、執行部

の皆様の多大な御協力のおかげであり、特に仁城議会事務局長の指導の下、頑張ってい

ただいた議会事務局の職員の多大な御協力のおかげでもあります。ここに改めて心から

感謝を申し上げます。ありがとうございました。 

 今期で勇退される議員の皆様、長い間本当に御苦労さまでした。私も勇退する者の一

人として、皆様と一緒の時間を共有できたことに深く感謝を申し上げます。そして、引

き続き議員の道を目指され、来る１０月５日の市議選に臨まれる皆様、その道が再度開

かれたならば、二元代表制の一翼としての役割を存分に発揮され、市民の信頼を得られ

るよう頑張っていただきたいと思います。 



 

－１１６－ 

 結びに、議員並びに執行部の皆様のますますの御健勝と御活躍を祈念申し上げ、任期

最後の定例会の閉会に当たっての御挨拶といたします。ありがとうございました。  

 これで、令和７年第３回江田島市議会定例会を閉会します。 

 皆様、御苦労さまでした。 

                            （閉会 １０時４７分） 

  



 

－１１７－ 
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